
 

 

行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正について（案） 

 

平成27年○月○日 

内閣総理大臣決定 

 

行政文書の管理に関するガイドライン（平成23年４月１日内閣総理大臣決定）の一部

を次のとおり改正する。 

第５を別添１のように改める。 

第10を別添２のように改め、第10を第11とし、第９の次に別添３のように加える。 

 別表第２を別添４のように改める。 
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別添１ 

第５ 保存 

１ 行政文書ファイル保存要領 

(1) 総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう、行政文書

ファイル保存要領を作成するものとする。 

(2) 行政文書ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

① 紙文書の保存場所・方法 

  ② 電子文書の保存場所・方法 

  ③ 引継手続 

  ④ その他適切な保存を確保するための措置 

２ 保存  

  文書管理者は、行政文書ファイル保存要領に従い、行政文書ファイル等について、

当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければ

ならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。 

３ 集中管理の推進 

  ○○省における行政文書ファイル等の集中管理については、総括文書管理者が定

めるところにより、推進するものとする。 

 

≪留意事項≫ 

＜行政文書ファイル保存要領＞ 

○ 総括文書管理者は、各行政機関の組織体制やオフィスのファイリング用具、事務机、

ファイリングキャビネット、書棚、書庫の状況等も踏まえ、保存期間満了日までの適

切な保存を行うための要領（行政文書ファイル保存要領）を作成することとしている。

本要領については、第８－３－(1)の管理状況の報告事項とすることを予定している。 

本要領の具体的な記載事項は、以下のとおりである。 

 

＜紙文書の保存場所・方法＞ 

○ 行政文書ファイル等の内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用

を確保するために必要な保存場所・方法を記載する。 

○ 例えば、時の経過や利用の状況に応じた保存場所の変更（事務室→書庫等）や、集

中管理に伴う保存場所の変更について記載する。 

○ また、検索性の向上の観点から、ファイリングキャビネットや書棚等における行政

文書ファイル等の配列や、ファイリング用具（例：紙フォルダ、バインダー、保存箱

等）の見出しや背表紙等の表示（例：色分け等）の様式や所在管理についての考え方・

方法（例：所在管理のための識別番号の付与）を記載する。 

○ 一般的に、行政文書ファイル等の利用頻度は、作成・取得してからの時の経過に伴
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い、減少する傾向にある。このため、作成・取得から一定期間が経過した行政文書フ

ァイル等（ただし、規則その他の規程により特別の管理が必要となる行政文書が含ま

れる行政文書ファイル等や継続的に利用する行政文書ファイル等は除く。）について

は、原則として事務室から書庫に移動するようにすべきである。 

○ また、個人的な執務の参考資料は、共用のファイリングキャビネットや書棚等には

置かず、職員各自の机の周辺のみに置くことを徹底する必要がある。なお、将来、利

用する可能性があるとして、膨大な量の文書を個人的に所持している場合（例：勤務

先の異動にもかかわらず、これまでの業務に係る文書を段ボールに梱包して机の周辺

に置いている場合、机の上に膨大な量の文書を積み重ねている場合等）は、組織内の

文書の共有化等を図ることにより改善すべきである。 

 

＜電子文書の保存場所・方法＞ 

○ 電子文書について、①改ざん、漏えい等の不適切な取扱いを防止、②一定期間経過

後の集中管理、③移管のための長期保存フォーマットへの変換など、時の経過、利用

の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するための場所、記録媒体等についての

考え方を記載する。なお、記載に当たっては、各府省庁の情報セキュリティポリシー

に留意する。 

 

＜引継手続＞ 

○ ①文書管理者の異動の場合、②組織の新設・改正・廃止の場合、③集中管理に伴う

副総括文書管理者への引継ぎの場合の行政文書ファイル等の引継手続について記載

する（行政文書ファイル管理簿の管理者欄の更新等）。 

○ 府省の枠を超えたプロジェクトチームの文書については、とりわけ散逸のおそれが

高いことから、チームの解散後、管理主体を明確にした上で（当該プロジェクトチー

ムが置かれた行政機関が引き続き管理するか、あるいは、業務上最も関係の深い行政

機関に移管するかなど）、独立行政法人国立公文書館が運営する中間書庫（国立公文

書館法（平成11年法律第79号）第11条第１項第２号又は同条第３項第２号に基づき、

独立行政法人国立公文書館が行政機関からの委託を受けて行政文書の保存を行う書

庫）に引き継ぐことも考えられる。 

 

＜その他適切な保存を確保するための措置＞ 

○ ファイリング用具（例：紙フォルダ、バインダー、保存箱等）の見出しや背表紙等

の表示内容（例：管理者、保存期間満了日、保存期間満了時の措置等）について、誤

廃棄や散逸防止等の観点から、行政文書ファイル管理簿の記載内容と齟齬が生じない

よう、十分に確認することが必要である。 

○ なお、「行政文書ファイル保存要領」の記載例を示すと以下のとおりである。 
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           ○○省行政文書ファイル保存要領（例） 

 

１ 紙文書の保存場所・方法 

(1) 事務室における保存 

・ 年度ごとにまとめられた行政文書ファイル等（保存期間が○年以上のもの）

について、事務室においては、「①現年度の行政文書ファイル等」と「②前年

度の行政文書ファイル等」とを区分して保存する。この場合、①の保存場所を

職員にとってより使いやすい場所（例：ファイリングキャビネットの上段等）

とするよう配意する。 

・ 年度末においては、新年度の行政文書ファイル等の保存スペースを空けるた

めに、行政文書ファイル等の移動を行う（例：ファイリングキャビネットの上

段から下段への移動等）。ただし、「継続的に利用する行政文書ファイル等」に

あっては、現年度の保存場所で保存することができる。 

・ 個人的な執務の参考資料の収納場所は、職員各自の机の周辺のみとする。 

(2) 書庫における保存 

・ 「前々年度以前の行政文書ファイル等」については、副総括文書管理者に引

き継ぎ、書庫で保存する。ただし、「継続的に利用する行政文書ファイル等」

にあっては、事務室で保存することができる。 

・ 「継続的に利用する行政文書ファイル等」として継続して事務室で保存され

ている行政文書ファイル等については、年度末に、文書管理者が利用状況等を

勘案し、書庫への移動を再検討する。 

・ 個人的な執務の参考資料は書庫に置いてはならない。 

(3) ファイリング用具及び書棚の表示と所在管理 

・ ファイリング用具（バインダー、保存箱等）の見出しや背表紙の表示につい

ては、別添様式のとおりとする。 

・ 書棚は、行政文書ファイル等の所在を明らかにするため、棚番号を付すとと

もに、行政文書ファイル等にも同一の番号を付し、所在管理を行う。 

 

２ 電子文書の保存場所・方法  

・ 電子文書の正本・原本は、文書の改ざんや漏えい等の防止等の観点から、文書

管理システムで保存する。 

・ 保存期間が○年を経過した電子文書については、副総括文書管理者が管理す

る。 

・ 保存期間満了時の措置を移管としたもので、電子文書で移管するものは、適切

な方式で保存する。 
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・ 文書管理システム以外で保存する電子文書がある場合には、適切なアクセス制

限を行う。 

・ 長期に保存する電子文書については、国際標準化機構（ISO）が制定している

長期保存フォーマットの国際標準等で保存するなど、利活用が可能な状態で保存

する。 

・ 電子文書は、情報セキュリティポリシーの規定に従い、必要に応じ、電子署名

の付与を行うとともに、バックアップを保存する。 

 

３ 引継手続 

・ 文書管理者の異動の場合の行政文書ファイル等の引継手続については・・・ 

・ 組織の新設・改正・廃止の場合の行政文書ファイル等の引継手続については・・・ 

・ 上記１(2)及び２の副総括文書管理者への引継ぎの場合の行政文書ファイル等

の引継手続については・・・ 

 

４ その他適切な保存を確保するための措置 

 ・ ファイリング用具の見出しや背表紙等の表示内容について、行政文書ファイル

管理簿の記載内容と齟齬が生じないよう、少なくとも毎年度一回、文書管理者が

確認する。 

 

＜集中管理の推進＞ 

○ 作成又は取得から一定期間が経過した行政文書ファイル等の集中管理の推進は、文

書の劣化や散逸の防止、移管業務の円滑化に資するものである。 

○ このため、法第６条第２項を踏まえ、各行政機関において、各々の組織体制や書庫

の状況等も勘案した上で、行政文書ファイル等の集中管理の推進に関する方針（当該

行政機関における集中管理の具体的措置とその実施時期を記載）を定め、当該方針に

基づき行政文書ファイル等の集中管理を推進するものとしている。 

○ 集中管理の具体的措置としては、一定期間以上の保存期間の行政文書ファイル等

（ただし、規則その他の規程により特別の管理が必要となる行政文書が含まれる行政

文書ファイル等や継続的に利用する行政文書ファイル等は除く。）については、一定

期間経過後は、副総括文書管理者等に自動的に引き継がれる分かりやすい仕組み（例：

10 年以上保存文書について、６年目以降は副総括文書管理者において集中管理）を

導入することが望ましい。集中管理を行う管理者（副総括文書管理者等）においては、

業務に必要な場合の行政文書ファイル等の円滑な利用を確保するほか、円滑な移管に

資するよう、歴史公文書等の評価・選別のチェックを行うことを想定している。 
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別添２ 

第 10 補則 

１ 特別の定め 

○○法第○条の規定により、・・・と定められている事項については、当該規定

の定めるところによる。 

２ 細則 

この訓令の施行に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が定める。 

 

≪留意事項≫ 

○ 法第３条に基づき、公文書等の管理について、当該行政機関を規律する他の法律又

はこれに基づく命令に特別の定めがある場合は、当該特別の定めによることとなる。 

○ 各行政機関の必要性等に応じ、国民への閲覧、非常時（災害発生時）における行政

文書の取扱い等について、定めるものとする。 

○ また、本訓令の施行に関し必要な細則について、総括文書管理者が定めることがで

きる。 
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別添３ 

第 10 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

１ 特定秘密である情報を記録する行政文書の管理 

  特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号）第３条第１

項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情報を記録する行政文書につい

ては、この訓令に定めるもののほか、同法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平

成 26 年政令第 336 号）、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し

統一的な運用を図るための基準（平成 26年 10月 14日閣議決定）及び同令第 12条

第１項の規定に基づき定められた○○省特定秘密保護規程に基づき管理するもの

とする。 

２ 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下

「秘密文書」という。）の管理 

(1) 秘密文書は、次の種類に区分し、指定する。 

極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与え

るおそれのある情報を含む行政文書 

秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはなら

ない情報を含む極秘文書以外の行政文書 

(2) 秘密文書の指定は、極秘文書については各部局長が、秘文書については各課

長が期間（極秘文書については５年を超えない範囲内の期間とする。(3)にお

いて同じ。）を定めてそれぞれ行うものとし（以下これらの指定をする者を「指

定者」という。）、その指定は必要最小限にとどめるものとする。 

(3) 指定者は、秘密文書の指定期間（この規定により延長した指定期間を含む。

以下同じ。）が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を

要すると認めるときは、期間を定めてその指定期間を延長するものとする。ま

た、指定期間は、通じて当該行政文書の保存期間を超えることができないもの

とする。 

(4) 秘密文書は、その指定期間が満了したときは、当該指定は、解除されたもの

とし、また、その期間中、指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認

めるときは、指定者は、速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。 

(5) 指定者は、秘密文書の管理について責任を負うものを秘密文書管理責任者と

して指名するものとする。 

(6) 秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。 

(7) 秘密文書には、秘密文書と確認できる表示を付すものとする。 

(8) 総括文書管理者は、秘密文書の管理状況について、毎年度、○○大臣に報告

するものとする。 
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(9) 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管

理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。  

(10) 総括文書管理者は、この訓令の定めを踏まえ、秘密文書の管理に関し必要な

事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。 

 

《留意事項》 

〈特定秘密である情報を記録する行政文書の管理〉 

○ 特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号。以下「特定秘

密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）である情

報を記録する行政文書については、他の行政文書と同様に法の適用を受け、規則に基

づき管理されることとなるが、このほか、特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する

法律施行令（平成 26 年政令第 336 号。以下「特定秘密保護法施行令」という。）、特

定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための

基準（平成 26年 10月 14日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び特定秘密保護

法施行令第 12 条第１項の規定に基づき各行政機関において定められた特定秘密保護

規程に基づき管理を行う必要があることについて明らかにしている。 

 

〈特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密

保全を要する行政文書の管理〉 

○ 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘

密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘

密文書」という。）は、原則として、極秘文書及び秘文書の２つに区分し指定する。 

○ 秘密文書は、原則として、極秘文書については当該行政機関の官房長、局長又はこ

れらに準ずる者、秘文書については当該行政機関の課長又はこれに準ずる者が、それ

ぞれ期間（極秘文書については５年を超えない範囲内の期間とする。秘密文書の指定

期間の延長において同じ。）を定めて指定するものとし（以下これらの指定をする者

を「指定者」という。）、その指定は必要最小限でなければならない。 

○ 極秘文書については、その秘密保全の必要性の高さを踏まえ、定期的にその管理の

状況を確認するという観点から、５年を超えない範囲内の期間を定めて指定及び指定

期間の延長をすることとしている。 

○ なお、指定した秘密文書のうち、特に重要なものについては、各行政機関の長（○

○大臣等）にその指定について報告を行うものとする。 

○ 秘密文書の指定期間（第 10－２－(3)の規定により延長した指定期間を含む。以下

同じ。）が満了する時において、指定者が満了後も引き続き秘密文書として管理を要

すると認める場合には、秘密文書の指定の期間がいたずらに長期にわたることを防止

する観点から、期間を定めてその指定期間を延長するものとする。 
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○ また、秘密文書の指定は、当該行政文書の秘密保全の必要性を踏まえ、保存期間中

における適正な管理を確保するために行われるものであるため、秘密文書の指定期間

は、通じて当該行政文書の保存期間を超えることはできない。 

○ 秘密文書の指定期間が満了したときは何らかの措置をとるまでもなく当然に当該

指定は解除されるものとしている。また、秘密文書の指定期間中であっても指定者が

秘密文書に指定する必要がなくなったと認めるときは、指定者は、速やかに秘密文書

の指定を解除することとしている。 

○ 各行政機関の指定者は、秘密文書の管理について責任を負うものを秘密文書管理責

任者として指名するものとしている。なお、秘密文書管理責任者は、原則として課長

又はこれに準ずる者とする。 

○ 秘密文書は、原則として、秘密文書管理責任者が備える秘密文書を管理するための

簿冊（以下「秘密文書管理簿」という。）において管理するものとする。秘密文書管

理簿には、秘密文書の件名、指定区分、指定区分ごとの登録番号、指定期間満了年月

日、提供先等秘密文書の適正な管理を図るために必要な事項を記載するものとする。 

○ 秘密文書には、秘密文書であることを明らかにするため、秘密文書と確認できる表

示（以下「秘密文書表示」という。）を付すものとしている。 

○ 各行政機関の長が秘密文書の管理状況について把握することができるよう、総括文

書管理者は、当該文書の管理状況について、毎年度、各行政機関の長（○○大臣等）

に報告するものとしている。なお、当該報告は、各行政機関における文書管理及び秘

密保全の業務の分担の状況等に照らして適切と認められる者が行うこともできる。秘

密文書の管理状況については、第８－３－(1)の管理状況の報告事項とすることを予

定している。 

○ 秘密文書の管理に当たり、秘密文書に含まれる情報の不必要な拡散を防止するため、

秘密文書を取り扱う者は必要最小限とすべきであることに留意が必要である。 

○ 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管理につ

いて提供先の行政機関と協議した上で行うものとしている。提供先の行政機関におい

ては、当該協議に当たって、政府における秘密文書の統一的な管理を図る観点から、

可能な限り対象となる秘密文書について両行政機関で同程度の管理が行われるよう

努めるものとする。 

○ 各行政機関において、国会より秘密文書の提供を求められたときは、秘密文書に指

定されていることのみを理由にその提供を拒むことはできないことに留意するとと

もに、その提供に当たっては、国会の秘密文書に係る保護措置等を踏まえ、適切な対

応を行うものとする。 

○ 秘密文書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求

がされたときは、秘密文書に指定されていることのみを理由に不開示とすることはで
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きないことに留意するとともに、その都度個別に同法に基づき、開示・不開示の決定

を行う必要がある。 

○ 総括文書管理者は、規則に定める秘密文書の管理に係る基本的な事項を踏まえ、秘

密文書の管理に関し必要な事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領（以下

「秘密文書管理要領」という。）を定めるものとしている。なお、秘密文書管理要領

は、各行政機関における文書管理及び秘密保全の業務の分担の状況等に照らして適切

と認められる者が定めることもできる。 

○ 秘密文書については、規則及び各行政機関の秘密文書管理要領にのっとり管理する

とともに、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の適用対象となる

秘密文書については、同基準に規定された「機密性３情報」が記録された行政文書に

該当することに留意して、各府省庁の情報セキュリティポリシーにのっとり、適正な

管理を併せて行うものとする。 

○ 情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報が記録された秘密文書の管

理に当たっては、規則のほか、当該国際約束の規定に基づき管理することに留意する

ものとする。 

 

〈秘密文書管理要領〉 

○ 秘密文書管理要領を定めるに当たっては、法の趣旨を踏まえるとともに、各行政機

関における秘密文書の管理の実効性を確保するため、各行政機関それぞれの業務内容

や取り扱う秘密文書の性格、組織体制等を考慮するものとする。本要領については、

第８－３－(1)の管理状況の報告事項とすることを予定している。 

○ 秘密文書管理要領には、規則において定めた指定区分、指定者、秘密文書管理簿、

秘密文書表示、行政機関の長への報告等のほか、秘密文書の保存、提供及び送達並び

に複製等、秘密文書であった行政文書の廃棄、秘密文書の管理の適正に関する通報等

の詳細について記載する。 

○ 従前の秘密文書の取扱いに関する規程に基づき「極秘」又は「秘」に指定されてい

た行政文書については、各行政機関において規則及び秘密文書管理要領に基づき適正

に管理されるよう、平成 29 年度末を目途に必要な措置を完了するよう努めるものと

する。 

○ 政府における秘密文書の統一的な管理及び各行政機関における秘密文書管理要領

の作成に資するため、以下のとおり秘密文書の管理に関するモデル要領を示す。 

 

 

秘密文書の管理に関するモデル要領 

 

第１ 目的 
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  本要領は、○○省が保有する特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25

年法律第 108 号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）以外の公

表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行

政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密文書」という。）

の管理に関し、○○省行政文書管理規則に定めるもののほか、必要な事項の細則を

定めるものである。 

 

第２ 秘密文書の指定及び指定者 

１ 指定区分 

秘密文書は、次の種類に区分し、指定するものとする。 

極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与

えるおそれのある情報を含む行政文書 

秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはな

らない情報を含む極秘文書以外の行政文書 

２ 指定者 

   秘密文書の指定は、極秘文書は各部局長が、秘文書は各課長が、期間（極秘文

書については５年を超えない範囲内の期間とする。第３－１において同じ。）を

定めてそれぞれ行う（以下これらの指定をする者を「指定者」という。）。 

 

第３ 秘密文書の指定期間の延長及び指定の解除 

１ 秘密文書の指定期間の延長 

   指定者は、秘密文書の指定期間（この規定により延長した指定期間を含む。以

下同じ。）が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を要す

ると認めるときは、その指定期間を、期間を定めて延長するものとし、当該秘密

文書の提供先に、延長を行った旨及び延長後の指定期間を通知すること。また、

指定期間は、通じて当該行政文書の保存期間を超えることができない。 

２ 秘密文書の指定の解除 

(1) 秘密文書は、その指定期間が満了したときは、当該指定は、解除されたも

のとし、また、その期間中、指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと

認めるときは、指定者は、速やかに秘密文書の指定を解除すること。 

(2) 秘密文書の指定が解除された場合は、当該秘密文書の提供先に秘密文書の

指定を解除した旨を通知すること。 

 

第４ 秘密文書であることの表示等 

１ 秘密文書表示 
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秘密文書であることの表示(以下「秘密文書表示」という。)は、以下のとおりと

する。 

(1) 秘密文書が紙文書である場合 

秘密文書の見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法に

より、秘密文書の指定区分の文字（例：「極秘文書」、「秘文書」）を表示するこ

と。 

(2) 秘密文書が電子文書である場合 

 秘密文書を保存する際に、その文書名の先頭に指定区分を記す（例：「【極秘

文書】○○基本計画」）とともに、当該秘密文書を電子計算機の映像面上にお

いて視覚により認識することができる状態にしたときに、秘密文書の指定区分

の文字を容易な操作により認識することができるよう表示すること。 

 ２ 秘密文書の指定の解除の表示 

  秘密文書の指定が解除された場合には、秘密文書表示に代わって「秘密文書指定

解除」の表示を行うこと。 

 

第５ 秘密文書管理責任者等 

１ 指定者は、秘密文書の管理について責任を負うものを秘密文書管理責任者とし

て指名する。 

２ 秘密文書は必要最小限の者で取り扱う。 

 

第６ 秘密文書管理簿 

１ 秘密文書管理責任者は、秘密文書の件名、指定区分、指定区分ごとの登録番号、

指定期間満了年月日、提供先等を記載した秘密文書を管理するための簿冊（以下

「秘密文書管理簿」という。）を備える。 

２ 秘密文書管理責任者は秘密文書の指定期間が延長された場合又は指定が解除

された場合は、秘密文書管理簿の記載を変更する。 

 

第７ 秘密文書の保存 

 秘密文書の保存については、以下のとおりとする。 

(1) 秘密文書が紙文書である場合 

極秘文書については、金庫又は鋼鉄製の施錠のできる書庫等に保存するこ

と。 

秘文書については、施錠のできる書庫等に保存すること。 

(2) 秘密文書が電子文書である場合 

秘密文書については、インターネットに接続していない電子計算機又は媒体

等に保存し、暗号化等による保護を行うとともに、当該秘密文書を記録する電
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子計算機、媒体等について、保存を金庫で行うなどにより物理的な盗難防止措

置を施すこと。 

秘文書については、インターネットからの侵入に対する多重防御による情報

セキュリティ対策が施された電子計算機でも保存することができる。 

 

第８ 秘密文書の提供及び送達 

１ 秘密文書の提供に当たっては、指定者の承認を得るものとする。 

２ 秘密文書の送達については、以下のとおりとする。 

  (1) 秘密文書が紙文書である場合 

極秘文書を送達する際は、秘密文書管理責任者又は秘密文書管理責任者の指

定する者が、封筒に入れて携行すること。 

秘文書を送達する際は、秘密文書管理責任者が指定する方法により行うこ

と。 

  (2) 秘密文書が電子文書である場合 

極秘文書を送達する際は、暗号化措置等を施した上で、秘密文書管理責任者

が指定する方法（インターネットによるものを除く。）により送達すること。 

秘文書を送達する際は、暗号化措置等を施した上で、秘密文書管理責任者が

指定する方法により送達すること。 

 

第９ 秘密文書の複製等 

１ 秘密文書の複製、翻訳並びに電磁的記録の書き出し及び印刷（以下「複製

等」という。）を行い作成した文書は、秘密文書として管理すること。 

 ２ 秘密文書の複製等は必要最小限にとどめること。 

 

第 10 秘密文書であった行政文書の廃棄 

１ 秘密文書であった行政文書の廃棄に当たっては、歴史公文書等を廃棄するこ

とのないよう留意すること。 

２ 秘密文書であった行政文書の廃棄は、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復

元不可能な方法により確実に行わなければならない。 

 

第 11 行政機関の長への報告 

１ 各部局長は、当該部局における秘密文書の管理状況について把握し、総括文

書管理者に報告するものとする。 

 ２ 総括文書管理者は、秘密文書の管理状況について、毎年度、○○大臣に報告

するものとする。 
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第 12 行政機関間における秘密文書の管理 

 １ 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管

理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。 

 ２ 管理に疑義が生じた場合は、速やかに当該行政機関と協議を行うものとす

る。 

 

第 13 秘密文書の管理の適正に関する通報 

１ 秘密文書の管理が本要領に従って行われていないと思料した者は、○○

（例：法令遵守対応窓口等）に通報できる。 

 ２ ○○に通報又は相談をしたことを理由として、通報者又は相談者に対し不利

益な取扱いをしてはならない。 

   

第 14 秘密文書の指定前の管理 

  文書の作成者は、当該文書が極秘文書又は秘文書に該当すると考えられる場合

には、それぞれに準じた管理を開始するとともに、指定の要否について、速やか

に指定者の判断を仰ぐものとする。 

 

〈特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密

文書に該当しない行政文書の管理〉 

○ 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘

密文書に該当しない行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。）に

ついては、各府省庁の情報セキュリティポリシー等にのっとり、各行政機関におい

て、必要に応じて、施錠のできる書庫・保管庫に保存し、復元不可能な方法により

廃棄するなど取扱いに注意して適正に管理するものとする。 
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別添４ 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

 

１ 基本的考え方 

法第１条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録で

ある公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者

である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有

するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」

とされ、法第４条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績

を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規

定されており、以下の【Ⅰ】～【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料とし

て重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管

するものとする。 

 

【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、

決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書 

【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 

【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録され

た文書  

【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措

置（移管・廃棄）の判断については、以下の(1)～(5)に沿って行う。 

 

 (1) 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置

については、次の表（用語の意義は、別表第１の用語の意義による。）の右欄のと

おりとする。 

事 項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（略） （略） （略） 

注 

①  「移管」とされている文書が含まれている行政文書ファイル等はすべて移管する

こととする。 

②  ｢廃棄｣とされているものであっても、１の基本的考え方に照らして、国家・社会
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として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく

政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるような以下の特に重要な政策

事項等に関するものについては、移管が必要となる。 

阪神・淡路大震災関連、オウム真理教対策、病原性大腸菌Ｏ１５７対策、中央省

庁等改革、情報公開法制定、不良債権処理関連施策、気候変動に関する京都会議関

連施策、サッカーワールドカップ日韓共催等 

③ 移管については、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとす

る。 

 

 (2) 以下の左欄の業務に係る歴史公文書等の具体例は、右欄のとおりであることか

ら、これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。 

業 務 歴史公文書等の具体例 

（略） （略） 

注 移管については、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとす

る。 

 

(3) 昭和 27年度までに作成・取得された文書については、日本国との平和条約

（昭和 27年条約第５号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約」）公布までに作

成・取得された文書であり、１の【Ⅰ】【Ⅲ】【Ⅳ】に該当する可能性が極めて高

いことから、原則として移管するものとする。 

 

(4) 上記に記載のある業務に係る文書のうち特定秘密である情報を記録する行政文

書については、別表第２に定めるもののほか、特定秘密保護法、特定秘密保護法

施行令及び運用基準を踏まえ、移管・廃棄の判断を行うものとする。 

 

(5) 上記に記載のない業務に関しては、１の基本的考え方に照らして、各行政機関

において個別に判断するものとする。 
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